
議案第２２号 

市道路線の認定について 

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第８条第１項の規定により、次のとおり市道の路線を

認定する。 

  令和３年２月１６日提出 

静岡市長  田 辺 信 宏     

整理 

番号 
路 線 名 

起          点 
重要な経過地 

終          点 

１ 高橋五丁目13号線 
静岡市清水区高橋五丁目737番９地先 

――――― 
静岡市清水区高橋五丁目737番15地先 

２ 手越12号線 
静岡市駿河区手越445番18地先 

――――― 
静岡市駿河区手越444番３地先 

３ 内牧柳原２号線 
静岡市葵区内牧375番１地先 

――――― 
静岡市葵区内牧375番５地先 

４ 内牧柳原３号線 
静岡市葵区内牧374番９地先 

――――― 
静岡市葵区内牧374番１地先 

５ 羽高５号線 
静岡市葵区あさはた一丁目366番１地内 

――――― 
静岡市葵区北二丁目375番２地先 

６ 丸子新田28号線 
静岡市駿河区丸子新田382番５地内 

 ――――― 
静岡市駿河区丸子新田382番９地内 
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